












県が日本一位となっている。 

 戦前までの椎葉村では稗や蕎麦が主食で、２０００年間焼畑が続けられてきたが、昭和３

０年代中盤に道路が開通した後に米が入ってくるようになり、焼畑が急激に減少し、昭和４

０年代には拡大造林が活発に行われた結果、焼畑の減少に拍車を掛けた。 

 その後に途絶えていた焼畑であったが、平成元年に U ターンされた椎葉勝さんが民宿焼畑

の営業を開始され、八代にわたって焼畑を続けてきた椎葉善市さん（父）と椎葉クニさん

（母）の意思を受け継いだ椎葉勝さんが焼畑の伝統を守り続け、その２０年後には勝さんを

中心にとした「焼畑蕎麦苦楽部」が結成（現在１２名）され、U ターンした若者などを中心と

した夜狩内焼畑継承会など、多くの村内外の人たちの協力によって椎葉村の焼畑は存続して

いる。 

 今回私が世界農業遺産を視察した目的は、今後に国が日本の農業を見つめ直し、これまで

の農業政策の大きな転換を図ろうとしている今、変えるべきものと、残すべきものを見極め

るために、焼畑という前時代的な農業や生活様式を残し守ろうとしている椎葉村の取組みか

ら学ぶためであった。 

 この朝来市には岩津ネギという伝統産品がある。椎葉村の焼畑もその未来は決して明るい

ものではないことも、また現在も多くの困難が伴っていることがある一方で、地元に生まれ

地縁と血縁で地域に対する自然発生的で内在している郷土愛を持った人物が過去と未来の結

節点だとすれば、朝来市も地域に生まれ、多くの困難を乗り越えることができる人物が岩津

ネギの再興には必要ではないかと思う。また、朝来市では世界農業遺産の認定は困難だが、

地理的表示保護制度（ＧＩ）の取得し、岩津ネギのブランド価値を高め守ることが必要であ

ると考える。 

≪綾町≫ 

 綾町は、日本のどこの自治体よりも先駆けて有機農業に取組んだ自治体である。その始ま

りは昭和 48 年の新鮮な野菜の利用向上による健康増進を目指した「一坪菜園の普及と野菜種

子の配布」や有機農業への取組み等の促進を図った「家庭菜園コンクール」である。 

 昭和 63 年に「自然生態系農業の推進に関する条例」を制定され、現在の自然生態系農業の

基礎の確立が行われた。しかし、平成 11 年に有機ＪＡＳの規格が定められたことから、現在

綾町では、有機ＪＡＳの規格と、綾町の規格が並立している状態にある。 

 綾町の自然生態系農産物の認証基準の仕組みで、重要なものは「農地認定」と「生産管理

認定」である。「農地認定」では過去における管理状況を、土壌消毒剤や除草剤の使用有無、

土づくりの期間でそれぞれ判別し、「生産管理認定」で現在における管理状況を、土壌消毒剤

や除草剤の使用有無、化学肥料の使用用量、合成化学農薬を使用回数でそれぞれ判別してい

る。 

 土壌分析は当初自前で行っていたが、職員の退職を機に機械の使用が出来なくなる等の理

由により委託し、農家から一検体 500 円、有機農業実践振興会から 5,500 円の合計 6,000 円

を支払っている。有機農業実践振興会の財源は綾町から 185 万円、ＪＡから 15 万円となって

いる。その他で有機農業に対する補助金は支部の活動助成のみであり上限は 6 万円と少額で

ある。 

 有機農業の課題であるが、有機農業に係る費用は高いにも関わらず、販売単価には反映さ

れておらず、また農業後継者が減り続け、有機ＪＡＳ農家は半減し、自然生態系農家も

27.0％も減少しており、自然生態系農家は兼業農家との事であった。有機農産物の割合であ



るが、有機ＪＡＳが 4.6％、自然生態系が 18.8％、その他が 76.6％となっているようである。 

 この結果から、国が目指している有機農業の推進には二つの課題が浮かび上がる。一つは

費用の単価への転嫁である。もう一つは農業後継者の確保である。費用の単価への転嫁がで

きないという課題が解消されなければ有機農業の推進は単に農家の収入を減少させ、農業自

体を衰退させる可能性さえある。また有機農業に限らずに、農業後継者の確保は、農業の収

益化（黒字化）と、農地や機械等を含む農業後継者のスムーズな継承を進めるためには収益

化と継承時の課題解消を図る必要がある。 

６ 支出内容明細                           （単位：円） 

 項 目  費用総額  使 用 額 積 算 根 拠  

調査研究費 43,880 円 43,880 円 交通費        5,680 円 

駐車料        4,100 円 

手土産料       2,000 円 

レンタカー代     26,400 円 

宿泊料        5,400 円 

資料代         300 円 

合計 43,880 円  43,880 円  

 











が 1 億円、農産物の委託販売手数料が数千万円（3 億円×十数％）とのことであり、その他

にも事業補助金等をニセコ町から収入しているとのことであった。人数は 12 名で、公募が 4

名、地域活性化企業人（総務省制度）が 2 名でその給与は企業が負担しその分をニセコ町が

企業に負担金を支払っているとのことであり。事務局長は個別に招聘したとのことであった。  

 訪日外国人観光客が 2002 年の 5,962 人から 2017 年に 218,498 人と非常に順調に増え続

けていたが、令和 2 年が 183 人、令和 3 年が 77 人と大幅に減少している。訪日の消費額は

約 90,000 円/一人、国内の消費額は約 60,000 円/一人となっている。観光動態の集計地点は

市内の全ての観光施設で、入湯税で宿泊客の把握を行っているようである。 

 これだけインバウンド観光が減少すれば大きな課題となっているものと考えていたが、実

際には道の駅の集客は現時点で 75 万人を超え過去最大となっているとのことであった。 

 その要因であるが、観光振興ビジョンに目指すべき地域の姿１として「成熟した通年型の

国際リゾート」とされ、「オフシーズンのない、国内外から支持される地域」の実現がある程

度達成されているのではないかと考える。 

 ニセコ町のインバウンド観光が成功した要因は、2001 年 9 月のアメリカ同時多発テロによ

り、それまではアメリカに行っていたスキーヤー等観光客がニセコのパウダースノーに注目

した結果であり、ニセコ町は単にインバウンド観光客の大幅な増加を後追いしていたに過ぎ

ないが、結果的には株式会社ニセコリゾート観光協会の設立に伴い、プロパーの専門職の雇

用や、地域活性化企業人、地域おこし協力隊などの人材が集結し、また設立以前は商工観光

課が全ての業務を担っていたが設立後には、商工観光課と観光協会の役割が分化したことも

現在の好循環に寄与している。 

 課題としては、後継者の確保とのことであった。その原因は、他の産業に比べて、給与水

準の低さとブラックな労働環境とのことであったが、朝来市が観光産業を育成した結果、給

油水準が低く、劣悪な労働環境の産業育成を行いことがないよう、観光動態の推移にだけ注

視するのではなく、その労働実態も含めた検討や把握が必要であると感じる視察となった。 

≪夕張市≫ 

 夕張市は、それまでの過大な投資と放漫経営や行政の非効率、そして違法な財務処理など

が新聞報道に先導される形で、平成 18 年 6 月 20 日に「地方財政再建促進措置法」に基づき、

財政再建に取組むことを表明した。その後の平成 21 年に地方財政再建促進特別措置法が廃止

され、平成 22 年 3 月 9 日に財政再生計画（平成 21 年～41 年度）の総務大臣の同意を得て、

また再生振替特例債（平成 22 年～38 年度）でそれまでの累積損失 321 億 9900 万円を起債し、

償還することとなった。 

 その手段は、①「徹底した行政のスリム化と必要最小限の事務事業や施設以外は原則廃止」、

②「税率の超過税率と使用料等の値上げ」、③「高齢者と子育て・教育への配慮」で実施され

た。 

 人件費は平均 30％カット、職員数は半減、議員報酬は 4 割カット、市民税・固定資産税・

軽自動車税・入湯税・施設使用料・市営住宅使用料・下水道使用料・各種手数料・ゴミ処理

費・し尿処理費の全てで大幅な値上げが行われた。 

 その後の人口は平成 17 年に 1 万 3001 人であったものが、令和 2 年には 7,334 人と

43.6％も減っているが、財政破綻に伴う事務事業や施設の廃止と税や使用料等の値上げ

の大きな影響が人口減少に大きく拍車を掛けたことは容易に想像できる。  

 しかし、令和 8 年度に再生振替特例債の償還が終わる現在は、税率は標準税率に戻り、



人件費の一律 9％の削減まで戻し、「ゆばり丘こども園」、「市営住宅再編事業」、「石炭博

物館のリニューアル」、「夕張高校魅力化事業」、「拠点複合施設りすた」など新たな地域再

生の芽生えも始まっている。  

 但し起債償還が終わればそれまでに歳出抑制していた約 25 億円もの新たな財源が生ま

れることになるが、それをもって、ここまで衰退した町の復興や再興が可能なのかは非常

に厳しい見通しを持たざるを得ない。  

 唯一の希望は、このような厳しい財政状況や組織の中で、行政に残ることを選んでくれ

た職員の存在であろう。彼らがこれから夕張市を創造してくれることを期待したい。  

 最後に、視察までに時間があったので、閉鎖された市民会館、統合によって閉校した小

学校、平成 18 年当時に夕張市全戸数の 6,552 戸に対して公営住宅が 4,069 戸もありそ

の割合は実に 62.1％に及んでいた市営住宅の現状の写真を添付する。  

 

 

 



 

６ 支出内容明細                           （単位：円） 

 項 目  費用総額  使 用 額 積 算 根 拠  

調査研究費 45,010 円 45,010 円 交通費        7,070 円 

駐車料        4,190 円 

レンタカー代      6,000 円 

ガソリン代      5,000 円 

宿泊料        7,750 円 

視察料        15,000 円 

合計 45,010 円  45,010 円  

 















５ 成果 

≪矢祭町≫ 

 矢祭町は「自立する町の基本姿勢」として、平成１７年１２月に「矢祭町自治基本条例」

を制定された。その第１条では「矢祭町は、我が国が歴史始まって以来の人口減少を迎える

中でも、自立するためのあらゆる施策を講じ、人口減少に歯止めをかけ、適正規模の共同社

会を目指す。」とし、第２条では「子どもは町の宝、矢祭町は恵まれた自然環境の中で夢を持

って子育て・子育ちができる『元気な子どもの声が聞こえる町づくり』に務める。」とされ、

第６条では「町執行部及び職員は、町民の信託に応え、町民の奉仕者であることを肝に銘じ、

事務事業の執行に務める。」とされている。 

 実際に行政改革では、「入るを量りて出ずるを制す」として、平成７年に誘致した企業が町

の自主財源を支え続け、人件費では議会で 3060 万 5 千円と 2231 万円、執行部で 1298 万 4

千円をそれぞれ削減し、物件費では 1 億 4923 万 6 千円を削減し、補助金・負担金・委託金で

は 775 万円を削減された。 

 その一方で、水道料金は 1,080 円/10 ㎥（税込み）、国民健康保険税は 91,327 円、介護保

険料は 4,700 円と非常に低額です。 

 また、財政改革を実施した財源で「子育てサポート日本一」をスローガンに掲げ、保育料

は 7,300 円、幼稚園授業料は 2,000 円、給食費は一食 100 円（小学生まで）と 150 円（中学

生）、海外修学旅行助成 16 万円、高校生就学助成 20,000 円/年、大学入学助成 200,000 円、

児童・生徒医療費助成無料（18 歳まで）、すこやか赤ちゃん誕生祝金第 1 子・第 2 子に 10 万

円、第 3 子 100 万円、第 4 子 150 万円、第 5 子以降 200 万円、結婚祝金 20 万円とその福祉

の高さには目を見張るものがある。 

 また、行政サービスも、窓口業務は年中無休で、平日は午前 7 時 30 分から午後 6 時 45 分

の早朝遅出出勤で窓口業務時間の延長を実施し、職員の自宅を出張役場として、各種料金使

用料の預かり、代行申請とお届け、相談業等を行っている。 

 そのほかにも、商店会スタンプ券や商品券で公共料金の支払いや納税が可能となっている。

この仕組みは現在でいうところの地域通貨の仕組みである。意図せずして、多くの施策が他

には例を見ない、過去からの先進的取り組みの集合体となっていることは驚愕しかない。 

 矢祭町は「町民と共に歩む自立の道」として、「自立に向けての対策は何と言っても経費削

減である」と町民に率直に伝え、削減した財源を少子化や未来を担う子どもたちへの予算に

振り向け、現在の町民には自助と共助を求め、団体等の自主運営、補助金の削減、地域活動

の住民主体に切り替えている。 

 矢祭町は、全国の公務員や行政が目指すべき姿であり、私益と公益を常に勘案し、「先憂後

楽」として不断の努力を続け、地域が自立するため、また地域の未来を切り拓くため、今為

すべきことは何でも実施し、自分たちでは先延ばしせず、確実に行政改革を実行している真

摯な姿勢は朝来市には全くない、考えも及ばないものであった。今後に理想や目的とすべき

朝来市の姿をまざまざと示された会派視察となった。 

≪桧枝岐村≫ 

 桧枝岐村は、390.4 ㎢で、行政面積の 97.7％が森林で、その内国有林が 95％公有林が 4％

私有林が 1％であり、標高が 690ｍもあり、高地のため寒冷で、米が実らない。また豪雪地帯

でもあり、人口密度も 1.3 人/㎢と日本一低く、非常に貧しい村で、主業は林業であったが、



昭和 36 年に奥只見発電所（日本最大規模）が完成し、財政が好転したため、昭和 46 年から

村主導で民宿を増やす観光業への転換を図り、昭和 48 年には温泉も掘り当てた結果、現在で

は旅館 3 軒、民宿 26 軒、山小屋 10 軒で、産業別人口の現況はサービス業、教育・学習支援

及び医療・福祉、並びに公務が主業となっており、生産年齢人口の 95.0％が観光関連と公務

関連となっており、福島県 59 市町村の内で、一人当たり分配所得が県下 10 位となっている

ことは特筆すべき結果となっている。「泊まらない客は客じゃない」という長老の意見が象徴

するように、宿泊者を増やす観光を目的として、3 万人の宿泊者を目指している。 

また、財政については、財政調整基金が 1,129,728 千円（令和 2 年度決算額）と対決算額に

対して 44.6％であり、財政力指数は 0.35 で、実質公債費比率は 0.7％、税の収納率は

100％と、割と豊かである。 

 豊かな財政を背景に、公営住宅施策を展開し、独身向け住宅が 2 棟 8 世帯、定住促進

住宅が 1 棟 20 世帯、世帯向け住宅が 4 棟 25 世帯、地域おこし協力隊向け住宅はシェア

ハウスとで受け入れるなどとなっている一方で、回帰率は 29.2％と低調であった。  

 特に面白い取組みは、申し合わせている訳でもないようであるが、子作りを調整してい

る結果となっていることである（平成 27 年度 8 人、平成 28 年度 0 人、平成 29 年度 9

人など）。  

 小学校は 35 人中学校は 9 人で小中一貫教育の複式学級となっており、給食はセンター

方式ではなく自校調理となっており、桧枝岐村で保育園（2 歳未満は受入れていない）・

幼稚園の役割を果たしている児童館への配食が出来ずに課題となっている。  

 子育て支援は以下のとおりである。  

〈出産支援〉  

妊婦検診助成、妊婦通院費補助、新生児聴覚検査、産婦検診助成、産後ケア、予防接種

費助成、特定不妊治療費助成など。  

〈子育て支援〉  

 出産祝金、子育て支援金、学資手当、子ども医療費助成、ひとり親家庭医療費助成、子

育て応援パスポート、チャイルドシート購入補助、児童館使用料無料、放課後子どもクラ

ブ無料、尾瀬寮費減免、教育振興助成、奨学資金・支度金貸与、スポーツ施設無料、給食

費補助、学校行事・旅費等補助など。  

 桧枝岐村の今後の課題は宿泊客を増やすことと移住政策であるとのことであったが、最

大の課題と懸念事項は道路事業の特異性（県境を通り抜けることができず、村への長いア

クセス時間）を解消するため群馬県への道路開通の早期開通を目指す必要があると感じた。

その一方で、桧枝岐村には他市町にはないどこなく感じる希望や幸福感があった。  

 朝来市は、道路の利便性も街としての機能も十分にあるにも関わらず、桧枝岐村と比し

て、希望や幸福感が大幅に低く感じる根源は何なのか、対比をさせながら根源的課題や問

題を今後に考える契機となる管外視察であった。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【キッズピアあしかが】  

 

【下今市駅】  

 



 

 

※市内商業施設の集客検討のため「キッズピアあしかが（足利市）」を、また今後に改修

しＳＬが展示される予定の和田山駅の整備検討のため「下今市駅（日光市）」をそれぞれ

見学した。  

 

６ 支出内容明細                           （単位：円） 

 項 目  費用総額  使 用 額 積 算 根 拠  

調査研究費 53,471 円 53,471 円 交通費             3,840 円 

航空券             33,180 円 

レンタカー代           8,591 円 

宿泊料             7,860 円 
※ガソリン代と駐車料はクレジット払いをしてし

まったため、政務活動費の精算から除外した。 

合 計 53,471 円 53,471 円  

 






